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第５章 年金額の分布推計の結果と作成過程 

令和６(2024)年財政検証において、初めて年金額の分布推計が実施1されたが、その結

果は従来のモデル年金とは異なり、公的年金に対する個々人の関わり方の重要性を示唆

していう点で意義深い。本章では、その結果と作成過程を確認するとともに、適切性に

ついて検証することとした。 

第１節 年金額の分布推計の結果の概要 

令和６(2024)年財政検証では、関連資料として年金額の分布推計が作成・公表さ

れ、人口前提は人口中位推計、経済前提は成長型経済移行・継続ケース、過去 30年

投影ケースの計２ケースの組み合わせについて示されている。 

ここで示されている年金額の分布推計は、「モデル年金」とは異なり、個々人の

65歳到達年度末時点での老齢年金額の分布となっているが、これは現時点の加入履

歴に財政検証の前提や結果などを加味して将来へ投影した結果である。 

現役時代の経歴類型の変化をみると、男性、女性ともに、労働参加の進展により、

若年世代ほど、厚生年金期間中心の者が増加し、１号期間中心や３号期間中心の者が

減少する見通しとなっている（図表 5-1-1参照）。 

図表 5-1-1 現役時代の経歴類型の変化（生年度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 前回ピアレビューでも「性別、世代別、年金額階級別の分布推計への取り組み」について指摘したが、

公表資料では「令和２年年金改正法の参議院の付帯決議を踏まえ、令和６(2024)年財政検証の関連資料と

して作成、公表するもの」とされている。 
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また、厚生年金の被保険者期間分布の変化をみると、男性、女性ともに、労働参加

の進展により、若年世代ほど厚生年金の被保険者期間の長い者が増加する見通しとな

っている（図表 5-1-2参照）。 

図表 5-1-2 厚生年金の被保険者期間分布の変化（生年度別） 
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結果として、男性では、労働参加の進展による厚生年金被保険者期間の延伸と実質

賃金の上昇を背景に、若年世代の方が、低年金が減少する見通しとなっている。また、

女性についても、労働参加の進展による厚生年金被保険者期間の延伸と実質賃金の上

昇を背景に、若年世代の方が、年金月額（実質）は増加していき、低年金も減少する

見通しであり、平均年金額（実質）の伸びは、賃金の伸びと同等（過去 30 年投影ケ

ース）または上回る（成長型経済移行・継続ケース）の見通しとなっている（図表 5-

1-3参照） 

 

図表 5-1-3 老齢年金の年金月額分布の変化（生年度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜男性＞ 



第５章◆年金額の分布推計の結果と作成過程                                

- 200 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜女性＞ 



                         第５章◆年金額の分布推計の結果と作成過程 

- 201 - 

第２節 年金額の分布推計の作成過程 

 

１ 年金額の分布推計の作成過程の全体像 

年金額の分布推計の推計手順をフローチャートとして示したものが図表 5-2-1 で

ある。 

年金額の分布推計で使用する基礎的なデータとして、収支シミュレーション2と同

様に、被保険者等の現在及びこれまでの間の年金制度への加入状況を示す「基礎数」

と、被保険者等の将来における年々の変化を推計するための前提条件である「基礎率」

とがある。 

「基礎数」については、収支シミュレーションの場合には、性・年齢・加入期間な

どで区切られた集団の平均的な姿を推計する手法であるために集計した数値を用い

ているが、年金額の分布推計の場合には、個人単位での年金額の推計を行う手法を採

っているため、個人単位での公的年金加入履歴（実績）となっている。令和６(2024)

年財政検証で実施した年金額の分布推計では、2021年度末における、公的年金加入履

歴を持つ被保険者等から５分の１の割合で抽出したデータを加工したものを基礎数

として用いている。 

「基礎率」については、基礎数の元となった５分の１抽出データをもとに、2020 年

度末から 2021 年度末にかけての、被保険者等の加入制度や標準報酬の遷移状況を集

計したデータを基礎として、生命表や収支シミュレーションの結果と整合的になるよ

う補正を施した上で作成している。 

上記のとおり設定した基礎数・基礎率の下で、個人単位の被保険者等データを年度

単位で更新していく作業を繰り返し、65 歳到達年度末まで推計した公的年金加入履

歴をもとに年金額を計算し、老齢年金額の平均値や分布の将来見通しを作成している。 

この過程でも、収支シミュレーションの前提や結果が用いられており、例えば厚生

年金加入者の各年度の総報酬の推計にあたっては、性・年齢・制度別の総報酬の総額

が収支シミュレーションと一致するように総額を補正しながら年度更新を行ってい

くという方法を採っているほか、年金額の計算にあたっては、収支シミュレーション

の結果推計された将来のマクロ経済スライド調整率の累積状況が反映される。このよ

うにして、収支シミュレーション（マクロ試算）の枠組みの中で、年金額の分布推計

（ミクロ試算）は行われている。 

 

  

 
2 財政検証の収支シミュレーションのことで、収支シミュレーションのマクロ試算に対して、年金額の分

布推計はミクロ試算となっている。 
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図表 5-2-1 年金額の分布推計の推計手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基礎数 

 年金額の分布推計の基礎数は、図表 5-2-2のとおり、個人単位での公的年金加入履

歴となっている。 

この基礎数は、2021年度末に公的年金加入履歴を有する者の個票データについて、

性別・年齢別・加入制度別に層化した上で無作為に５分の１抽出し、そのデータをも

とに、収支シミュレーションの基礎数と再評価後の累積総報酬がマクロで一致するよ

うに補正するなどの加工・補正を行うことにより作成されている。 

抽出している具体的な項目は図表 5-2-3のとおり、性・年齢・生年月日といった基

本情報のほか、抽出時点の加入制度、加入履歴、障害年金受給状況、総報酬に係る項

目となっている。 
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図表 5-2-2 基礎数の概要 

 

 

 

 

 

図表 5-2-3 基礎数の具体的な説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用年度 出所、抽出方法

個人単位での公的年金
加入履歴

令和３年度末
公的年金加入履歴を有する者の個票
データを無作為に５分の１で抽出した
もの（具体的な項目は下表参照）

左記に記載したデータをもとに、必要な加工・補正（収支シ
ミュレーションの基礎数と再評価後累積総報酬がマクロで
一致するように補正するなど）を行って作成。

元となる統計
基礎数の種類 作成方法

番号 項目 説明・特記事項

1 性

2 年齢 令和３年度末時点での年齢

3 生年月日

4 加入制度
令和３年度末時点での加入制度（国民年金第１号被保険者の保険
料免除・納付状態も制度の種類として扱う。また、第１号～第４号厚
生年金被保険者は別の制度として扱う。）

5 国民年金第１号被保険者期間（付加年金納付期間を除く納付期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

6 国民年金第１号被保険者期間（付加年金納付期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

7 国民年金第１号被保険者期間（法定免除期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

8 国民年金第１号被保険者期間（申請全額免除期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

9 国民年金第１号被保険者期間（４分の３免除期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

10 国民年金第１号被保険者期間（半額免除期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

11 国民年金第１号被保険者期間（４分の１免除期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

12 国民年金第１号被保険者期間（学生納付特例期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

13 国民年金第１号被保険者期間（納付猶予期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

14 国民年金第１号被保険者期間（未納期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

15 国民年金第３号被保険者期間 令和３年度末時点での過去の加入月数

16 第１号厚生年金被保険者期間 令和３年度末時点での過去の加入月数

17 第１号厚生年金被保険者期間（うち短時間被保険者期間） 令和３年度末時点での過去の加入月数

18 第２号厚生年金被保険者期間 令和３年度末時点での過去の加入月数

19 第３号厚生年金被保険者期間 令和３年度末時点での過去の加入月数

20 第４号厚生年金被保険者期間 令和３年度末時点での過去の加入月数

21 第１号厚生年金被保険者期間（20～59歳の期間に限る） 令和３年度末時点での過去の加入月数

22 第２号厚生年金被保険者期間（20～59歳の期間に限る） 令和３年度末時点での過去の加入月数

23 第３号厚生年金被保険者期間（20～59歳の期間に限る） 令和３年度末時点での過去の加入月数

24 第４号厚生年金被保険者期間（20～59歳の期間に限る） 令和３年度末時点での過去の加入月数

25 基礎年金の額計算の基礎となる月数
令和３年度末時点での過去の加入履歴に基づいた基礎年金の額
計算に反映される期間（免除期間は免除区分に応じて換算）

26 障害年金受給状況 令和３年度末時点での障害年金の受給状況

27 総報酬額
令和３年度末時点での厚生年金被保険者について、令和３年度末
の標準報酬月額の12倍に令和３年度中の標準賞与額を加えたもの
（総報酬額）

28 総報酬額区分
令和３年度末時点での厚生年金被保険者について、総報酬額を区
分化したもの

29 再評価後累積総報酬
令和３年度末時点での過去の標準報酬を令和３年度時点まで再評
価し累積したもの（総報酬制導入以前の平成15年３月分までの標
準報酬月額については、1.3倍して計算）
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ここで、年金額の分布推計の基礎数（以下、「分布推計基礎数」という。）の十分性

及び信頼性を確認するため、既存統計（令和３(2021)年財政状況報告）や本体財政検

証基礎数との比較を行った。 

（１）被保険者期間別の被保険者数の比較 

加入制度別に、分布推計基礎数の年齢別（27歳、37歳、47歳、57歳、62歳）の

被保険者数、財政状況報告の年齢階級別（25～29歳、35～39歳、45～49歳、55～

59歳、60～64歳）の被保険者数に 1/5を乗じたものについて、被保険者期間別の分

布を比較した（付属資料 451～455頁参照）。 

そのうち、旧厚生年金について比較したものが図表 5-2-4（他制度については付

属資料 451～453頁参照）であるが、年齢の区分に違いがあるため若干の誤差が生じ

ているものの、いずれも著しい差はないことを確認した。 

図表 5-2-4 被保険者期間別の被保険者分布（令和３(2021)年財政状況報告との比較）

【旧厚生年金】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）厚生年金被保険者期間別の平均標準報酬額の比較 

旧厚生年金被保険者において、性別・年齢別（27歳、37歳、47歳、57歳、62

歳）に、分布推計基礎数と本体財政検証基礎数の平均総報酬額について、被保険者

期間別の分布を比較した（付属資料 456～460頁参照）。同様に、短時間労働者につ

いても比較している。 

そのうち、男性について比較したものが図表 5-2-5（女性、短時間労働者につい

ては付属資料 457～459頁参照）であるが、一部期間を除いて、いずれも著しい差は

ないことを確認した。 

※旧厚生年金の男女計には、船員・坑内員を含まない。 
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分布推計基礎数： 37歳 財政状況報告（÷５）： 35~39歳

分布推計基礎数： 47歳 財政状況報告（÷５）： 45~49歳

分布推計基礎数： 57歳 財政状況報告（÷５）： 55~59歳

分布推計基礎数： 62歳 財政状況報告（÷５）： 60~64歳

(千人)
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図表 5-2-5 厚生年金被保険者期間別の平均総報酬額（本体財政検証基礎数との比較）

【旧厚生年金 男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※旧厚生年金の男性には、船員・坑内員を含まない。 
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（３）厚生年金被保険者期間別の（再評価後）累積総報酬額の比較 

旧厚生年金被保険者において、性別・年齢別（27歳、37歳、47歳、57歳、62

歳）に、分布推計基礎数と本体財政検証基礎数の（再評価後）累積総報酬額につい

て、被保険者期間別の分布を比較した（付属資料 461～463頁参照）。 

そのうち、男性について比較したものが図表 5-2-6（女性については付属資料 462

頁参照）であるが、いずれも著しい差はないことを確認した。 

図表 5-2-6 厚生年金被保険者期間別の（再評価後）累積総報酬額（本体財政検証基礎

数との比較）【旧厚生年金 男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※旧厚生年金の男性には、船員・坑内員を含まない。 
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分布推計基礎数： 27歳 本体財政検証基礎数： 27歳

分布推計基礎数： 37歳 本体財政検証基礎数： 37歳

分布推計基礎数： 47歳 本体財政検証基礎数： 47歳

(千円)
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（４）国民年金第１号被保険者期間別の納付状況等の比較 

国民年金第 1号被保険者において、性別・年齢別（27歳、37歳、47歳、57歳）

に、分布推計基礎数と本体財政検証基礎数の平均納付済期間・平均全額免除期間・

平均学生納付特例期間について、被保険者期間別の分布を比較した（付属資料 464

～468頁参照）。 

そのうち、男性について、平均納付済期間の分布を比較したものが図表 5-2-7、

平均全額免除期間の分布を比較したものが図表 5-2-8（平均学生納付特例期間につ

いては付属資料 466頁参照）であるが、いずれも著しい差はないことを確認した。 

図表 5-2-7 国年年金第 1号被保険者期間別の納付状況等（本体財政検証基礎数との 

比較）【平均納付済期間 男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2-8 国年年金第 1号被保険者期間別の納付状況等（本体財政検証基礎数との 

比較）【平均全額免除期間 男性】 

 

 

 

  

※旧厚生年金の男性には、船員・坑内員を含まない。 
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以上のとおり、分布推計基礎数は、2021年度末に公的年金加入履歴を有する者の個

票データについて、性別・年齢別・加入制度別に層化した上で無作為に５分の１抽出

したものを使用していることから、十分な精度が確保されるものと推察されるが、可

能な範囲で既存統計との比較を試みたところ、その十分性・信頼性について懸念が生

じる点はないことを確認した。 

３ 基礎率 

年金額の分布推計では、本体財政検証でも使用されている経済前提等のほか、以下

の基礎率を設定しており、その設定方法の詳細は図表 5-2-9のとおりである。 

① 性・年齢・年度別 制度間遷移数行列 

② 性・年齢・前年度末加入制度 制度間遷移確率（①の基礎となる確率） 

③ 性・年齢別 障害年金受給者制度間遷移確率 

④ 性・年齢別 障害年金発生率（20歳前障害基礎年金以外） 

⑤ 性別 20歳前障害基礎年金発生率 

⑥ 性・年齢・前年度末加入制度・加入期間別 制度間遷移確率 

⑦ 性・年齢・厚生年金制度・前年度総報酬区分別 総報酬区分遷移確率 

⑧ 性・年齢・厚生年金制度別 厚生年金新規加入者総報酬区分設定確率 

⑨ 性・年齢・厚生年金制度・厚生年金総報酬区分別 平均総報酬額  

これらの基礎率は、2021 年度末における公的年金被保険者記録を有する者の個票

データを無作為に５分の１抽出したもの、また、2020年度末及び 2021年度末におけ

る障害年金受給者の個票データ（全数）を元としており、2020年度末から 2021年度

末にかけての、被保険者等の加入制度や標準報酬の遷移状況等を集計したデータを基

礎として、収支シミュレーションの結果と整合的になるよう補正を施した上で作成し

ている。 

なお、「①性・年齢・年度別 制度間遷移数行列」については、被保険者数推計や国

民年金財政計算シミュレーションにおいて、将来の人口構造や労働参加の状況、国民

年金保険料納付等の変化が織り込まれているため、それらと整合的になるよう作成さ

れており、年度により性・年齢別の移動数が変化している。 

また、「⑥性・年齢・前年度末加入制度・加入期間別 制度間遷移確率」について

は、前年度末加入制度への過去加入期間が長いほど当該制度に継続的に加入する確率

が高いことを確認したことから、「①性・年齢・年度別 制度間遷移数行列」によっ
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て設定した制度間移動数を前提としつつ、前年度末の加入制度に過去加入していた期

間別の各制度への移動確率の違いをシミュレーションに織り込むために用いられて

いる。 

図表 5-2-9 基礎率とその設定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎率の種類 元となる統計 設定方法 推計における使用方法

性・年齢・年度
別　制度間遷
移数行列

性・年齢・前年度末加入制度・当年度末加
入制度別　被保険者数（令和３年度末にお
ける公的年金被保険者記録を有する者の
個票データを無作為に５分の１で抽出したも
のから作成）

◎基礎率設定の際に使用した他のデータ
　第２３回生命表
　被保険者数推計結果
　国民年金財政計算シミュレーション結果

各年度の制度別被保険者数（国民年金第
１号被保険者数については国民年金財政
計算シミュレーション結果を用いて免除・納
付区分別に按分）に、前年度末加入制度か
ら当年度末加入制度への遷移確率（※）を
乗じた制度間移動数を、次年度の被保険
者数推計と整合的になるように補正して作
成。

◎年度等により用いる率を変えている場
合、その方法
被保険者数推計や国民年金財政計算シ
ミュレーションにおいて、将来の人口構造や
労働参加の状況、国民年金保険料納付率
の変化が織り込まれているため、それらと
整合的になるよう作成した結果、年度によ
り性・年齢別の移動数が変化する。

前年度末の加入制度から当年度末の加入
制度をシミュレーションする。

（※）性・年齢・
前年度末加入
制度別　制度
間遷移確率
（上記の「性・
年齢・年度別
制度間遷移数
行列」の基礎と
なる確率）

性・年齢・前年度末加入制度・当年度末加
入制度別　被保険者数（令和３年度末にお
ける公的年金被保険者記録を有する者の
個票データを無作為に５分の１で抽出したも
のから作成）

性・年齢・前年度末加入制度別に、当年度
末にはどの制度に移動するかの割合を計
算。

「性・年齢・年度別　制度間遷移数行列」の
作成において、被保険者数推計と整合的に
なるような補正を行う前の粗移動数を作成
するために用いる。

性・年齢別　障
害年金受給者
制度間遷移確
率

性・年齢・前年度末加入制度・前年度障害
年金有無・当年度末加入制度・当年度末障
害年金有無別　被保険者数（令和３年度末
における公的年金被保険者記録を有する
者の個票データを無作為に５分の１で抽出
したもの及び令和２年度末、令和３年度末
における障害年金受給者の個票データ（全
数）から作成）

性・年齢・前年度末加入制度別に、前年度
末には障害年金の受給権があった者が、
当年度末にはどの制度（死亡失権を含む）
に移動するかの割合を計算（障害基礎年金
（障害厚生年金ありの場合を含む）の場合
と障害厚生年金３級のみの場合とでそれぞ
れ算出）。

前年度末の加入制度及び障害年金受給状
況（受給有の場合）から当年度末の加入制
度（死亡失権を含む）をシミュレーションす
る。

性・年齢別　障
害年金発生率
（20歳前障害
基礎年金以
外）

性・年齢・前年度末加入制度・前年度障害
年金有無・当年度末加入制度・当年度末障
害年金有無別　被保険者数（令和３年度末
における公的年金被保険者記録を有する
者の個票データを無作為に５分の１で抽出
したもの及び令和２年度末、令和３年度末
における障害年金受給者の個票データ（全
数）から作成）

性・年齢・前年度末加入制度・当年度末加
入制度別に、前年度末には障害年金の受
給権がなかった者のうち、当年度末には障
害年金の受給権が発生した者の割合を計
算（障害基礎年金（障害厚生年金ありの場
合を含む）の場合と障害厚生年金３級のみ
の場合とでそれぞれ算出）。

前年度末の加入制度及び障害年金受給状
況から当年度末の加入制度及び障害年金
受給状況をシミュレーションする。

性別　20歳前
障害基礎年金
発生率

性・年齢・前年度末加入制度・前年度障害
年金有無・当年度末加入制度・当年度末障
害年金有無別　被保険者数（令和３年度末
における公的年金被保険者記録を有する
者の個票データを無作為に５分の１で抽出
したもの及び令和２年度末、令和３年度末
における障害年金受給者の個票データ（全
数）から作成）

性・当年度末加入制度別に、20歳年度末
において障害基礎年金の受給権を有する
者の割合を計算。

20歳到達年度末における加入制度及び20
歳前障害基礎年金受給状況をシミュレー
ションする。

性・年齢・前年
度末加入制
度・加入期間
別　制度間遷
移確率

性・年齢・前年度末加入制度・前年度末加
入制度加入期間・当年度末加入制度別
被保険者数（令和３年度末における公的年
金被保険者記録を有する者の個票データを
無作為に５分の１で抽出したものから作成）

性・年齢・前年度末加入制度・前年度末加
入制度加入期間別に、当年度末にはどの
制度に移動するかの割合を計算。

「性・年齢・年度別　制度間遷移数行列」に
よって設定した制度間移動数を前提としつ
つ、前年度末の加入制度に過去加入して
いた期間別の各制度への移動確率の違い
をシミュレーションに織り込む。

性・年齢・厚生
年金制度・前
年度総報酬区
分別　総報酬
区分遷移確率

性・年齢・前年度末総報酬区分・当年度末
加入制度（第１～４号厚年）・当年度末総報
酬区分別　被保険者数（令和３年度末にお
ける公的年金被保険者記録を有する者の
個票データを無作為に５分の１で抽出したも
のから作成）

前年度末・当年度末ともに厚生年金被保険
者であった者を対象に、性・年齢・前年度末
総報酬区分・当年度末加入制度（第１～４
号厚年）別に、当年度末にはどの総報酬区
分に移動するかの割合を計算。

２年続けて厚生年金被保険者であるとシ
ミュレーションされた被保険者について、前
年度末の総報酬区分をもとに当年度末の
総報酬区分をシミュレーションする。

性・年齢・厚生
年金制度別
厚生年金新規
加入者総報酬
区分設定確率

性・年齢・当年度末加入制度（第１～４号厚
年）・当年度末総報酬区分別　被保険者数
（令和３年度末における公的年金被保険者
記録を有する者の個票データを無作為に５
分の１で抽出したものから作成）

前年度末は厚生年金被保険者ではなかっ
たが当年度末は厚生年金被保険者であっ
た者を対象に、性・年齢・当年度末加入制
度（第１～４号厚年）別に、当年度末にはど
の総報酬区分に属するかの割合を計算。

制度遷移の結果厚生年金被保険者に移る
とシミュレーションされた被保険者につい
て、当年度末の総報酬区分をシミュレーショ
ンする。

性・年齢・厚生
年金制度・厚
生年金総報酬
区分別平均総
報酬額

性・年齢・当年度末加入制度（第１～４号厚
年）・当年度末総報酬区分別　平均総報酬
額（令和３年度末における公的年金被保険
者記録を有する者の個票データを無作為に
５分の１で抽出したものから作成）

性・年齢・当年度末加入制度（第１～４号厚
年）・当年度末総報酬区分別に、当年度末
の総報酬額の平均を計算。

シミュレーションにより得られた総報酬区分
を総報酬額に変換する。
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ここで、年金額の分布推計の基礎率（以下、「分布推計基礎率」という。）の十分性

及び信頼性を確認するため、本体財政検証基礎率との比較を行った。 

（１）残存率の比較 

加入制度別・性別に、分布推計基礎率の制度間遷移数行列と本体財政検証基礎率の

総脱退率から、それぞれ作成した残存率を年齢（27歳、37歳、47 歳、57歳）別に比

較した（付属資料 472～473頁, 475頁参照）。 

そのうち、男性について比較したものが図表 5-2-10（女性、国民年金第３号女性に

ついては付属資料 472～473 頁参照）であるが、いずれも著しい差はないことを確認

した。 

図表 5-2-10 残存率（本体財政検証基礎率との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）死亡脱退率の比較 

加入制度別・性別に、分布推計基礎率の制度間遷移数行列から作成した死亡脱退率

と本体財政検証基礎率の死亡脱退率を年齢（27歳、37歳、47歳、57歳）別に比較し

た（付属資料 473～475頁参照）。 

※旧厚生年金の男性には、船員・坑内員を含まない。 
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そのうち、男性について比較したものが図表 5-2-11（女性、国民年金第３号女性に

ついては付属資料 473～474 頁参照）であるが、いずれも著しい差はないことを確認

した。 

図表 5-2-11 死亡脱退率（本体財政検証基礎率との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のとおり、分布推計基礎率について、可能な範囲で本体財政検証基礎率との比

較を試みた限りでは、その適切性について懸念が生じる点はないことを確認した。 

ただし、本分布推計では、2020年度末から 2021年度末の１年度間における、被保

険者等の加入制度や標準報酬の遷移状況等を集計したデータを基礎として基礎率が

作成されており、特に、当該期間がコロナ禍にあったことから、今後、その影響を分

析するとともに、基礎率作成の対象期間として適切な範囲の検討及び既存統計や財政

検証との乖離の確認が望まれる。 
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４ 推計方法（数理モデル） 

年金額の分布推計の具体的な推計方法の手順について示したものが図表 5-2-12 で

あり、以下の年度毎の手順を繰り返している。 

まず、各被保険者等について前年度時点での年齢に１歳加え、当年度の年齢とし、

年齢に応じた加入制度や報酬のシミュレーションにおいて、年齢に応じた基礎率を参

照する。（①） 

次に、前年度に加入していた制度に基づき、年齢、性別に応じて、制度間遷移数（行

列）3を参照しながら、当年度の加入制度を決定する。この制度間遷移数を用いて、マ

クロレベルでは制度間の総移動人数は固定しながら、どの被保険者等が動くかについ

ては、乱数を用いてランダムに決定する。（②） 

この際、１年間での制度間の移動総数は制度間遷移数に従うが、時点 n-1における

当該被保険者の当該時点における加入制度への過去の加入期間に応じて、加入期間別

制度間遷移確率に基づいた重み付け4が行われている。 

加入制度を決定したのちは、当該制度への加入期間や基礎年金額計算に用いる期間

など、各種機関について、当該年度の分として加入期間を加算して更新する。（③） 

また、決定した加入制度が厚生年金である被保険者について、前年度からの継続加

入の場合と当年度新たに加入した新規加入の場合に分けて、当年度の総報酬額を決定

する。（④） 

その後、当年度の総報酬を再評価後累積総報酬に加える。（⑤） 

年金額の分布推計における年金額については、65歳到達年度末時点での、老齢年金

額としている。この老齢年金額は、繰上げ、繰下げを選択せず 65 歳で裁定した場合

の本来額とし、基礎年金（振替加算を含む）、厚生年金の報酬比例部分、経過的加算

及び付加年金を含め、世帯の状況に基づいて支給される加給年金は含めないものとし

ており、在職老齢年金等による支給停止額は考慮しない金額を計算している。（⑥） 

なお、制度間移動数は毎年度、性別・年齢別・制度別に収支シミュレーションにお

ける将来の被保険者数推計や国民年金第１号被保険者の納付・免除状況と整合的にな

るように設定しているほか、厚生年金加入者の総報酬額については、こちらも毎年度、

 
3 時点 n-1 から時点 n にかけて、どの制度からどの制度に何人が移るかが、行列形式で表現されている。 
4 このような重み付けが行われているのは、2020 年度末から 2021 年度末にかけての加入制度遷移の実績

データの分析により、前年度末時点での加入制度にそれまで長く加入していた被保険者ほど、当年度末

においても当該年度にとどまる割合が高いと言った実態が確認されたためとのことである。 
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性別・年齢別・制度別に、収支シミュレーションにおける総報酬額の合計値と一致す

るように補正を行いながらシミュレーションを進めることで、常に総納付月数や総報

酬額が収支シミュレーションと年金額分布推計で一致するようになっている。このた

め、将来の年金額についても、収支シミュレーション結果と整合的なものとなってい

る。 

図表 5-2-12 年金額の分布推計の推計方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度ごとの変数の
変遷の推計方法

前年度の被保険者等のデータ
（Persons[i, n-1]）

①年齢を更新
（.Ageを+1）

②加入制度の決定
前年度の性・年齢・制度に基づき、制度間遷移数（MatSedSni）から乱数を用いて

ランダムに決定 ※加入期間による重み付けを行う（PrbSedSniByKnyKkn）

③各種期間の更新
├─ 基礎年金の額計算に用いる期間（.KknKisNnk）
├─ 厚生年金の加入期間（.KknKosNnk）
├─ 厚生年金加入期間のうち20～59歳の期間（.KknKisNnkFrmKosNnk）
└─ 付加年金の納付期間（.KknFukNnk） 等

④報酬の推計
継続加入（厚生年金）：前年度報酬、総報酬遷移確率（PrbHshSni）
新規加入（厚生年金）：総報酬設定確率（PrbHshSet）
に分けて、それぞれで総報酬を推計（.Hsh）

⑤再評価後累積総報酬の更新
前年までの累積を、当年度の賃金上昇率で改定させた上で、
当年度の報酬を加算（.RskHsh）

⑥ 年金額の算出（65歳到達年度）
├─ 基礎年金（.KknKisNnkと基礎年金満額により）
├─ 報酬比例部分（.RskHshにより）
├─ 経過的加算（.KknKosNnk等により）
├─ 付加年金（.KknFukNnkにより）
合算後、物価上昇率で2024年度時点の実質額（.NnkGak）に換算

※翌年（n+1）も同様に繰り返しシミュレーション

当年度の被保険者等のデータ
（Persons[i, n]）

※前に「.（ドット）」のついている
ものは変数、斜体字のものは基礎率
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分布推計では、制度間遷移確率から得られる被保険者数（以下、「粗遷移数」とい

う。）は、財政検証本体の被保険者数推計等から得られる被保険者数（以下、「外

枠」という。）と乖離することから、性別・年齢別・加入制度別に、粗遷移数から外

枠を除して得られる乖離率を用いて、人数の補正を行っている。 

そこで、この乖離の程度がどの程度かを確認するため、労働参加漸進シナリオ

（過去 30年投影ケースに使用）について、1994年生（2021年度末時点で 27歳）の

男女それぞれにつき、2021年度末時点における国民年金第１号被保険者、国民年金

第３号被保険者、厚生年金被保険者の別に、27歳から 59歳までの各歳の乖離率の

状況をみた（図表 5-2-13～図表 5-2-14参照）。 

その結果、乖離率は、男性の 1994年生（2021年度末時点で 27歳）では、被保険

者数の少ない国民年金第３号被保険者を除いて、－5%～＋7%の範囲に収まってお

り、女性の 1994年生（2021年度末時点で 27歳）では、－5%～＋10%の範囲に収ま

っており、粗遷移数と外枠の乖離が許容できる範囲であることを確認した。 

 

図表 5-2-13 加入制度別・年齢別乖離率【過去 30 年投影ケース、男性、1994 年生

（2021年度末時点で 27歳）】 
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図表 5-2-14 加入制度別・年齢別乖離率【過去 30 年投影ケース、女性、1994 年生

（2021年度末時点で 27歳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、固定された制度間の総移動人数のなかで、どの被保険者等が動くかについて

は、乱数を用いてランダムに決定しているが、年金局数理課からは、この乱数につい

ては１回発生させたものを使用しているとの回答があった。異なる乱数により被保険

者等の移動を決定した場合には、異なる推計結果が得られる可能性があり、今後、乱

数を複数回発生させた場合に推計結果に与える影響を検証することが望まれる。 
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第３節 作成過程等の適切性の評価 

今回、初めて、令和６(2024)年財政検証の関連資料として作成、公表された年金

額の分布推計は、各世代の 65歳時点における老齢年金の平均額や分布の将来見通し

を示すものとなっており、若年世代ほど労働参加の進展により厚生年金の被保険者

期間が延伸し、年金額も増加する傾向にあることが具体的な数字で初めて定量的に

示された。 

また、一定の制度改正を仮定したオプション試算も示されており、例えば、被用

者保険の更なる適用拡大が実施された場合の年金の平均額や分布の変化を、定量的

に把握することが可能となった。 

このように、年金額の分布推計は、今後の所得保障政策の検討や、講じられた政

策の効果の確認に資するものであることが確認され、次回以降の財政検証において

も、継続して年金額の分布推計が示されることが望まれるが、その際には、前節ま

でに記載した検討点と併せて、以下の点についても検討が望まれる。 

 

・ 今回の年金額の分布推計では、人口前提は人口中位推計、経済前提は成長型経済

移行・継続ケース、過去 30 年投影ケースの２ケースの組み合わせのみであった

が、ケースの拡張について検討することについて。 

・ 受給開始時点（65歳）の年金額分布のみの表示となっているが、65 歳以上の就労

は進展しており、受給開始後（70歳時点等）における年金額分布についても表示

することについて。 

・ 基礎数については個々の被保険者等の情報を含むため公表していないとのこと

であるが、データの透明性を高めるために、更に匿名加工したデータや粒度の小

さいクロス表を開示することについて。 

・ 結果については５年単位や５万円単位で集計したものだけが公表されているが、

今後の制度改正の議論に資するため、１年単位や１万円単位で集計したデータを

公開することについて。 

 


